
下関市内の事業者のみなさま

下関署管内では、本年度、車両系建設機械であるドラグ・ショベルの転倒が
多発しています。車両系建設機械の転倒は、死亡災害を含む重大な災害に繋が
る可能性が高く、事業者の皆様におかれましては、転倒を発生させないという
強い意志のもと、転倒防止に取組む必要があります。
車両系建設機械の転倒防止のためには、あらかじめ地質調査等を実施し、地

質、車両系建設機械の能力等に適応した作業計画の策定が重要となります。
事業者の皆様におかれましては、車両系建設機械を用いた作業を行う前に、

必ず作業計画の策定をしていただきますようお願いします。

車両系建設機械の転倒事例

車両系建設機械の転倒防止のためには、
作業計画の策定が重要です！
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地盤（砂利）が崩れ横転
幅 員 の 狭 い 掘 削 土 を 走 行 中 、
砂利が崩れ、横転（安衛則第157条違反）

過荷重による転倒
ドラグ・ショベルのバケットに、過荷重の
砕 石 を 入 れ 、 バ ラ ン ス を 崩 し 、
転 倒 （ 安 衛 則 第 1 6 3 条 違 反 ）

(R8.3)

用途外使用により転落用途外使用により転落
クレーン機能のないドラグ・ショベルを用いて
トラックの荷台から荷物を下ろそうとした際、
荷台から転落（安衛則第 1 6 4条違反）

クレーン機能のないドラグ・ショベルを用いて
小型のドラグ・ショベルを路肩下へ下ろそうと
した際、転落（安衛則第 1 6 4条違反）

ＳＴＯＰ！重機災害



車両系建設機械の作業計画具体例

★安衛則第154条(調査及び記録)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労

働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果
を記録しておかなければならない。
★安衛則第155条(作業計画)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得た

ところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 使用する車両系建設機械の種類及び能力
二 車両系建設機械の運行経路
三 車両系建設機械による作業の方法
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項第二号及び第三号の事項について関係労働者に周知させな
ければならない。

★安衛則第157条第１項(転落等の防止等)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を

防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止する
こと、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
★安衛則第条163条(使用の制限)
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労

働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守ら
なければならない。
★安衛則第164条第１項(主たる用途以外の使用の制限)
事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当

該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。

関係法令

クレーン機能を備えた車両系建設機械を使って
吊り作業をする場合は、必ずクレーンモードに
切り替えてから作業をしましょう。
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